
　松山市市税賦課徴収条例第５９条の２の規定により、地方税法第３８４条の３に規定する現所有者、

および地方税法第９条の２第１項の規定による相続人代表者を次のとおり変更したので届け出ます。

松山市処理欄

〒790-8721

松山市二番町四丁目７番地２

マツヤマ　イチロウ　

松山　一郎

松山市処理欄

松山市二番町四丁目７番地２

マツヤマ　ハナコ　

松山　花子

松山市処理欄

松山市二番町四丁目７番地２

松山　太郎

松山市処理欄

氏 名
(名称)

松　　山　　市　　処　　理　　欄

住　　　・　　戸 〔提出者〕(申告者と異なる場合に記入)

単 有 ・ 共 有 ・ 共 有 の み 住 所

電 話 (　　　  )  　　　－

令和　　　年　　　月　　　日

固定資産現所有者申告書 兼 相続人代表者指定届出書（変更）
（宛先）松 山 市 長

個人番号
法人番号

電話番号 (　　　 ) 　　　－

申告者 (届出者)・新たに代表となる者 (新相続人代表者)

郵便番号

住　所

フリガナ
氏 名

(名 称)

生 年 月 日

生 年 月 日 昭和〇〇年　〇月〇〇日

平成〇〇年　〇月〇〇日

被 相 続 人
と の 関 係 子

死 亡 年 月 日 令和　 〇年　〇月〇〇日

（注意事項）
１．この書類により、不動産登記が行われるまでの間は、納税通知書等の固定資産税に関する書類を「現所有者
のうち代表となる者(新相続人代表者)」に送付します。
２．この書類は、固定資産の実際の権利関係を定めるものではありません。不動産登記簿上の所有権の変更は登
記所で手続きをする必要があります。また、相続税の手続とも関係ありません。
３．相続権利者全員の同意の上でご提出ください。

※住所、氏名、生年月日を正確に記入した場合は、個人番号の記入を省略できます。

現所有者のうち代表であった者 (旧相続人代表者)

住　所

氏　名
生 年 月 日 昭和〇〇年　〇月〇〇日

被 相 続 人
と の 関 係 妻

固定資産課税台帳に登録されている所有者（被相続人）

最終住所

氏　名

【 記 入 例 】


